
 

 

 

須賀川市教育振興基本計画 

の答申について 

 

 

 

報道機関各位 

 

市教育委員会では、令和５年度を初年度に計画期間を令和１４年度までの１０年間と

する新たな「須賀川市教育振興基本計画」を策定しています。 

このたび、各分野の市民の代表者で構成された「須賀川市教育振興基本計画審議会」に

よる審議を経て、下記により教育長が答申を受けますので、取材及び記事掲載くださる

ようお願いいたします。 

記 

  

１ 日  時   令和５年２月１０日（金）審議会（非公開）午後１時３０分～ 

                     答申（公開）午後１時４５分～予定 

         なお、答申の開始時刻は審議会の進行状況により前後いたしますので、

予めご了承ください。 

２ 場  所   須賀川市役所 ４階 大会議室Ｂ-Ｃ 

 

 

 

 

令和５年２月３日 

＜問い合わせ先＞ 

担当：教育総務課総務係 矢内 

直通電話：０２４８（８８）９１６６ 

E メール：kyosoumu@city.sukagawa.fukushima.jp 


